
 

船舶事故調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１０月１７日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市江井
え い

ケ
が

島
しま

港南方沖 

 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位１７９°３.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３７.１′ 東経１３４°５４.７′） 

事故の概要 遊漁船海
かい

蓮
れん

丸は、北東進中、また、プレジャーボートつりともは、

錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１０月２３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 海蓮丸、８.５トン 

   ＨＧ２－７０６５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５２－１９４９２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート つりとも、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

   ２６０－４０３４１兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破口等 

Ｂ 船尾部に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、釣り場に向

けて約９ノットの対地速力で北東進中、船長Ａが、前路に錨泊中のＢ

船を認めたのち、操舵室にきた釣り客と魚の写真を見て会話をしてい

たところ、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

 船長Ａは、Ｂ船の錨泊場所が予定の釣り場近くであり、まだ距離が

あるのでしばらく目を離しても問題ないと思い、会話に夢中になり、

見張りがおろそかになっていたと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りをしな

がら錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって航行するＡ船を認め、Ａ船が

Ｂ船を避けてくれると思い、錨泊を続けたところ、更に向かってきた

ので衝突の危険を感じ、大声で叫んだものの、船尾部とＡ船の船首部

とが衝突した。 

分析  Ａ船は、北東進中、船長Ａが、前路にＢ船を認めていたものの、釣

り客と話し込んだ状態で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したもの



と考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認め、Ａ船がＢ船を避

けると思い、錨泊を続けたことから、大声で叫んだものの、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、釣り客と話

し込んだ状態で航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けると

思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の見張りに専念し、前路の船舶の動静に注意を向

けること。 

・錨泊中に接近する他船を認めた場合は、他船が避けてくれると思

い込まず、余裕がある時機に船体を移動させるなど、衝突を避け

るための措置を採ること。 

 


